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ⅠⅠⅠⅠ    ᇹᲬഏᚘဒƷሊܭᇹᲬഏᚘဒƷሊܭᇹᲬഏᚘဒƷሊܭᇹᲬഏᚘဒƷሊܭƴƋƨƬƯƴƋƨƬƯƴƋƨƬƯƴƋƨƬƯ    

 

平成 21 年度から 24 年度の初期計画では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づ

いた計画として、「平成 24 年度までに平成 18 年度比で６％削減」という温室効果ガス

削減目標を掲げて取り組みました。 

この間、平成 22 年に本市は１年間のエネルギー使用量が 1,500kℓ（原油換算）以上の

特定事業者の指定を受け、エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」

という）に基づく省エネ対策にも同時に取り組むこととなりました。 

また、平成23年３月11日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、

これまでのエネルギー政策が問われる事態となり、国では現在「エネルギー基本計画」、

「地球温暖化防止計画」の見直しが進められています。 

このような状況を踏まえ、今回、初期計画期間における目標達成状況や取り組みの検

証を行い、目標達成に向けてより実効性があがるよう、社会状況の変化に対応した新た

な取り組み等追加し、計画の見直しを行いました。 
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ⅡⅡⅡⅡ    ᚘဒƷؕஜႎʙᚘဒƷؕஜႎʙᚘဒƷؕஜႎʙᚘဒƷؕஜႎʙ  

    

≔ ᚘဒ↝Ⴘႎ 

 

⑴ 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく計画として策定するも

のです。 

⑵ 市は、経済活動の主体としてのウェイトが大きく、かつ、一つの事業者・消費

者としての立場から、環境への負荷を低減するため、市の活動に係る温室効果ガ

スの排出抑制を図るなどの措置により、地球温暖化対策の推進を図ります。 

⑶ 市自らが率先し取り組むことにより、市民や事業者の環境保全に向けた自主

的・積極的な取り組みを促進します。 

⑷ 職員一人ひとりが、計画の実践を通して環境保全意識の向上を図ります。 

 

≕ ᚘဒ↝ݣᝋር 

 

⑴ 対象施設 

  本計画の対象とする施設は、市内の市所有の全施設とします。 

  ⑵ 対象事務・事業 

本計画における計画の対象範囲は、(1)の対象施設で市が行う全ての事務及び事

業活動とします。 

ただし、外部への委託等により実施する事務事業については、温室効果ガスの

排出の抑制等の措置が可能なものについて、受託者等に対して必要な排出抑制等

の措置を講ずるよう要請するものとします。 

⑶ 対象温室効果ガス 

本計画の対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素（CO2）とします。 

 

≖ ᚘဒ↝᧓ 

 

本計画の期間は、平成25年度から平成29年度までの５年間とします。 
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ⅢⅢⅢⅢ    ᚘဒƷႸᚘဒƷႸᚘဒƷႸᚘဒƷႸ  

 

≔ ภܴјௐ⇒⇟↝ዮЈЪถႸ 

 

第２次計画では、省エネ法における「エネルギー消費原単位を中長期的に見て年

平均１％以上低減させる」という目標を考慮し、平成23年度の温室効果ガス排出量

を基準とし、平成29年度末までに６％以上の削減に努めることとします。 

 

排出源排出源排出源排出源ごとのごとのごとのごとの削減目標削減目標削減目標削減目標についてについてについてについて、、、、以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

⑴ エネルギー別の削減目標 

○電  気：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

○ガソリン：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

○軽  油：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

○Ａ 重 油：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

○灯  油：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

○Ｌ Ｐ Ｇ：平成29年度末までに現状比(平成23年度実績)６％以上の削減に努める。 

⑵ 庁内ごみの減量 

○リサイクルを徹底し、庁内ごみの減量に努める。 

⑶ レジ袋の削減 

○マイバッグを推進し、レジ袋配布の減量に努める。 

 

≕ Ⴘ↝ᙸႺↆ 

 

項目別の削減目標及び温室効果ガスの総排出量に関する削減目標については、毎

年実施する計画の推進状況の点検や計画期間中の状況変化等を踏まえ、必要に応じ

見直しを行います。 
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ⅣⅣⅣⅣ    ӕǓኵǈႸӕǓኵǈႸӕǓኵǈႸӕǓኵǈႸ  

 

市では、この実行計画における温室効果ガスの削減目標を達成するため、次のとお

り環境保全項目を定め、事務・事業における環境への負荷を低減し、定期的な見直し

を行いながら継続的な改善に努めるものとします。 

 

≔ Ϭଡ଼ᩓщЪถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○冷暖房温度は、冷房時28℃以上、暖房時20℃以下に設定します。  

○冷暖房効率を上げるために、カーテン、ブラインドを活用します。  

○夏季は、冷房の使用の抑制や冷房効率を上げるために、ツル性植物で窓際を

覆うグリーンカーテンの設置に努めます。 

○冷暖房中は窓、出入口の開放禁止を徹底します。  

○断続的に使用する部屋（会議室等）の空調はこまめに電源を切ります。 

○エアコンのフィルター清掃を定期的に行います。  

○夏季は、暑さをしのぎやすい軽装（ノーネクタイ等）を励行します。 

○冬季は、重ね着をする等、着衣を調整し暖房の使用を抑制します。  

 

≕ ᩓൢ̅ဇЪถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○始業開始前は、必要箇所を除いて原則消灯します。  

○昼休みは、窓口業務等を除いて原則消灯します。  

○残業する場合は、業務に支障のない範囲で部屋の部分消灯を行います。  

○照明器具の清掃を定期的に実施します。  

○廊下、階段等の共有部分の照明は、支障にならない範囲で消灯します。  

○断続的に使用する部屋（会議室、給湯室、トイレ等）の照明はこまめに消灯

します。 

○天気の良い日は日当たりの良いエリアの照明を消灯します。 

○パソコン・コピー機の省電力モードを活用します。 

○パソコンのモニター画面の輝度を下げます。 

○窓口業務を除き、昼休みはＯＡ機器の電源を切ります。 

○退庁時にはＯＡ機器の電源プラグをコンセントから抜きます。（スイッチ付

き電源タップ等を活用） 

○長時間、電気製品を使用しない場合は、コンセントを抜き待機電力を削減し

ます。 
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○デマンド監視装置を設置して電気使用量の見える化を図り使用量を抑制しま

す。 

○ノー残業デーを徹底します。 

 

≖ πဇ↝༓૰̅ဇЪถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○公用車の使用実態等を精査し、台数の削減並びに集中管理に努めます。  

○荷物の積み降ろし、人待ち、待機時は、アイドリングストップを行います。  

○急発進・急加速を抑制し、走行中も経済速度（法定速度）を心掛けます。 

○不要な荷物を積んだまま走行しないように車内の整理を心がけます。  

○定期的（給油時等）にタイヤの空気圧を点検します。 

○近距離の移動には、可能な限り徒歩や自転車の利用に努めます。  

○出張等では可能な限り公共交通機関を利用します。 

 

≗ ؾ↚ᣐॾↆᐯѣ↝ݰλ↝ӕ↹ኵ↮ 

 

公用車買い替えの際は、「公用車への低公害・低燃費車の導入方針」に基づき、

環境に配慮した自動車の導入を図ります。 

 

○次世代自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車等）については、可能な範囲

で購入に努めます。 

○ガソリン自動車、ディーゼル自動車等については、燃費や排出ガスの基準につ

いて一定以上の環境性能を有するものとします。 

 

≘ ዅื∝ืඖↆ↝༓૰̅ဇЪถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○ガス給湯器の温度設定を低めに設定します。 

○ガスコンロの火の強さは、やかん等の大きさに合わせて調節します。 

○湯沸かし時には水から温めず、給湯器や瞬間湯沸かし器のお湯を沸かすよう

にします。 

○ガス瞬間湯沸器の種火は、使用時以外は消すようにします。 

○長時間、使用しない場合は、コンセントを抜き待機電力を削減します。 
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≙ ဇኡ̅ဇЪถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○両面コピー・両面印刷の実施、使用済み用紙の裏面使用を徹底します。 

○コピー・印刷部数を把握し、必要最小限のコピー・印刷に努めます。 

○通知や情報交換などは電子メール、庁内ＬＡＮ及びホームページを活用し、

ペーパーレス化を推進します。 

○会議はプロジェクターを活用するなど、必要最小限の会議資料に努めます。 

○会議では、できるだけ封筒を使用しないように努めます。 

○個人の資料所有を減らすため、ファイリングシステムをより一層強化します。 

○紙ごみの分別回収を徹底し、原則リサイクルに回します。 

 

≚ ራ൦↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○手洗い、歯磨きをする場合、水の出しっ放しをやめ、こまめに水を止めます。 

○湯のみ等の洗浄に際しては、洗い桶に水を溜めて利用するなど節水に努めま

す。 

○トイレの洗浄水や芝生・植木などの散水は雨水利用を図ります。  

 

≛ ⇖∐∞∙ទλ↝ӕ↹ኵ↮ 

 

物品購入の際は「四万十市グリーン購入基本方針」に基づき、必要性を十分考慮

して最小限の購入量とし、環境に配慮した製品の購入に努めます。 

また、購入した物品は、大切に使用すると共に修繕等により長期使用に努めます。 

 

 ○コピー用紙等は、総合評価値80以上で古紙パルプ配合率が高いものを購入し

ます。 

 ○トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率100％で、シングル巻きの製品を購

入します。 

 ○文具・事務用品等は、エコマークやグリーンマークなどの環境ラベルが表示

されているものを購入します。 

○ＯＡ機器やエアコン等は、エコマークや省エネラベリング制度などの環境ラ

ベルを参考に省エネルギー型のものの導入を図ります。 

 ○印刷物の発注に当たっては、総合評価値80以上の用紙を使用し、また、紙へ

のリサイクルの妨げとなる材料などは使わないことを原則とします。 
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≜ Ↄ↮↝ถ↚Ӽↀӕ↹ኵ↮ 

 

○庁内ごみの３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に積極的に取り組み

ます。 

○学校、保育所及び病院等から排出される生ごみの減量・資源化に取り組みま

す。 

○剪定木等の堆肥化に努め、学校、保育所等から排出される剪定木や草木の減

量・資源化に取り組みます。 

○イベント等から排出されるごみの減量・資源化に努めます。 

○資源化が可能なごみは全てリサイクルします。 

○職員の地域のごみ減量におけるリーダー化を目指します。 

○文書の整理を定期的に行い、不要な文書は適正処理（リサイクル）します。 

（同一部署内には同じ書類を複数保存しない。） 

○机の書類の整理を定期的に行い、個々の机上には書類を保管しません。 

○紙コップなどの使い捨て製品の使用を抑制します。 

 

10 ᚨ↝ૼሰ∝↕ஆⅷሁ↚᧙↾↺ӕ↹ኵ↮ 

 

    ○新エネルギー設備の導入を図ります。（太陽光発電、太陽熱利用等） 

○省エネルギー設備の導入を図ります。（ペアガラス、高効率照明、照明の人

感センサー等） 

    ○市の施設は市産材を利用した木造建築を原則とし、施設の内外装や設備・備

品等についても市産材を利用した木質化を図ります。 

 

11 ↝˂↝ӕ↹ኵ↮ 

 

○エレベーターは原則、来客用または台車等による荷物の運搬用とし、職員は

可能な限り階段を利用します。 

○マイバッグを利用し、レジ袋の削減に努めます。 

○通勤時はできる限り、徒歩や自転車、自家用車の乗り合わせ、公共交通機関

を利用するように努めます。 

○上記以外のすべての温室効果ガスの削減に効果のある取り組みに努めます。 
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ⅤⅤⅤⅤ    ਖ਼ᡶ˳СŴໜ౨ȷᚸ̖ਖ਼ᡶ˳СŴໜ౨ȷᚸ̖ਖ਼ᡶ˳СŴໜ౨ȷᚸ̖ਖ਼ᡶ˳СŴໜ౨ȷᚸ̖  

 

≔ ਖ਼ᡶ˳С 

 

市役所の地球温暖化対策を推進していくためには、職員一人ひとりが自覚を持ち

取り組むことが必要です。また、この取り組みは、環境担当部署のみならず、市役

所全体で行うことが必要不可欠です。 

そこで、本計画の推進、点検等を効率的に行うため、「四万十市地球温暖化防止

実行委員会」（以下「実行委員会」という。）を設置します。 

【概要】 

○委員長は、副市長が努めるものとし、実行委員会を総括する。 

○委員は、各所属長が推薦する職員で構成する。 

○事務局は、環境生活課に置き、実行委員会の事務を処理する。 

   また、各所属における本計画の実践リーダーとして、各所属に１名のエコリーダ

ーを配置します。 

 

≕ ᎰՃ↚ݣↈ↺ᄂ̲ሁ  

 

⑴ 職員研修等の機会を通じ、職員へ計画趣旨の徹底を図ります。  

⑵ 課内会議等、定期的な会議において、職員の環境意識向上を図ります。  

 

≖ ܱཞඞ↝ໜ౨∝ᚸ̖ӏ↢πᘙ  

 

⑴ 点検・評価 

ア 本計画の実施状況調査は、所属部署毎に前年度分の燃料等使用量及び配慮項

目の取組み状況を別に定める環境点検調査票に記入し、毎年度５月末までに事

務局に提出します。 

イ 実行委員会は、毎年度６月頃に前項の調査結果に基づき、本計画の達成状況

の点検・評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

⑵ 公表 

本計画の内容及び定期的な点検結果等については、広報誌やインターネットホ

ームページ等により市民に公表します。 



 

四万十市地球温暖化防止実行委員会設置要綱 

平成21年３月30日 

訓令第４号 

改正 平成23年４月１日訓令第４号 

改正 平成26年４月１日訓令第７号 

 

(設置) 

第１条 四万十市役所の事業活動に伴い発生する地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの排出

を抑制するために四万十市地球温暖化防止実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置す

る。 

(任務) 

第２条 実行委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。 

(1) 四万十市地球温暖化防止実行計画(以下「計画」という。)の推進に関すること。 

(2) 計画の点検、評価及び見直しに関すること。 

(3) 市の施設から発生する廃棄物の減量・資源化に関すること。 

(4) 職員等の環境学習、研修等の実施に関すること。 

(5) その他環境への配慮に関すること。 

(組織) 

第３条 実行委員会は、別表１の委員長及び委員をもって組織する。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 実行委員会の委員長は、副市長が務めるものとし、議長となる。 

２ 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときにはその職務を代理する。 

(実行委員会) 

第５条 実行委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 実行委員会は、必要に応じ開催し関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

３ 実行委員会で決定された事項については、市長に報告するものとする。 

 (エコリーダー) 

第６条 計画の実践リーダーとして、別表2のとおり各課等に１名のエコリーダーを配置する。 

２ エコリーダーは、各課等において、所属職員への周知・啓発を行いながら計画の推進に努め、

計画の実施状況について点検・評価する。 

３ エコリーダーは、計画の実施状況を環境生活課へ報告する。 

(庶務) 

第７条 実行委員会の庶務は、環境生活課において処理する。 

(委任) 

第８条 この訓令に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

(四万十市庁内ごみ減量化推進会議設置要綱の廃止) 

２ 四万十市庁内ごみ減量化推進会議設置要綱(平成19年四万十市訓令第４号)は、廃止する。 

附 則(平成23年４月１日訓令第４号) 

(施行期日) 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

(経過措置等) 

２ この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについ

て適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。 



 

附 則(平成26年４月１日訓令第７号) 

(施行期日) 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表１ (第３条関係) 

構成 所属・職名 

委員長 副市長 

委員 総務課長補佐 

〃 財政課長補佐 

〃 会計課長補佐 

〃 市民病院事務局次長 

〃 福祉事務所長補佐 

〃 学校教育課長補佐 

〃 学校教育課西土佐教育分室長 

〃 西土佐総合支所地域企画課長補佐 

〃 市長が特に認める職員 

 

別表２ (第６条関係) 

所属・職名 

総務課長補佐 

地震防災課長補佐 

企画広報課長補佐 

財政課長補佐 

市民課長補佐 

税務課長補佐 

環境生活課長補佐 

保健介護課長補佐 

人権啓発課長補佐 

まちづくり課長補佐 

商工課長補佐 

食肉センター所長 

観光課長補佐 

農林課長補佐 

市民病院事務局次長 

福祉事務所長補佐 

会計課長補佐 

学校教育課長補佐 

生涯学習課長補佐 

社会体育課長補佐 

図書館長補佐 

学校教育課西土佐教育分室長 

選挙管理委員会事務局長補佐 

監査事務局長 

上下水道課長補佐 

西土佐総合支所地域企画課長補佐 



 

西土佐総合支所保健課長補佐 

西土佐総合支所産業建設課長補佐 

議会事務局長補佐 

市長が特に認める職員 

 
※ 上記役職に複数人が該当する場合は、各所属長が決定した１名とする。 


